
【
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
八
号
）

新
旧
対
照
表
】

○

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

条

文

案

現

行

（
教
員
組
織
）

（
教
員
組
織
）

第
四
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育

第
四
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育

上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
五
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
五
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
上
の
指
導
能

か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
上
の
指
導
能

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
専
任
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
専
任
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

一

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
又
は
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

一

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
又
は
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

二

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

二

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個
の

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第

専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け

二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和

る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者
（
大

四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入

学
院
設
置
基
準
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

を
除
く
。）
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）


